
OKINAWA  PREFECTURE

沖縄県沖縄県内下水道施設の災害時支援協定の概要
・災害時における下水道施設を管理する市町村等の相互支援に関する協定【自治体間の相互支援協定】
・災害時における沖縄県内の下水道管路施設の復旧支援協力に関する協定【管路の災害時支援一括協定】
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県と26市町村

日本下水道
管路管理業協会

県外の自治体等
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※県外への支援が必要な場合

【下水道対策本部】
役割：被災状況・支援要請の集約

支援計画の立案
県外自治体等との支援調整

【本協定に基づく事務局】
役割：被災状況・支援要請の集約

支援計画の立案
県内自治体への依頼

【自治体間の相互支援協定】
拠 点：県及び26市町村
支援内容：被災状況調査・応急復旧

災害査定資料作成等
資機材等物品の提供
汚泥の処理及び処分等

【管路の災害時支援一括協定】
拠 点：沖縄県部会
支援内容：応急復旧に必要な業務

（巡視、点検、調査及び修繕）

被災市町村（複数の場合もあり）

・県内の下水道事業者間で広域の支援体制が構築されることで、下水道施設の災害応急対策に係る体制が強化される。
【相互支援協定】
・県とりまとめによる管路協一括協定により、管路協は県内の状況が迅速に把握できるとともに、支援体制の構築と市町村間
の調整が容易となるため、被災自治体にとっては、迅速かつ円滑な調査、応急復旧が期待される。【管路協一括協定】
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※また、県内の支援調整が行われることで、「下水道事業における災害時支援に関するルール」に基づく下水道対策本部とし
ての県外への支援要請の判断が、迅速かつ的確に実施されると期待できる。


